
北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表に伴う
防災対応について（4月20日三陸沖を震源とする地震）

大規模地震防災対策推進検討会（第５回）

令和８年６月２９日

内閣府（防災担当）

議題２：北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表に伴う
防災対応及びガイドライン改訂について

資料３【公表】



北海道・三陸沖後発地震注意情報の防災対応に関する調査について

○ 第４回大規模地震防災対策推進検討会（令和８年３月２日）

・令和７年12月に初めて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を受けた防災対応について地方公共団体

や事業者、住民へアンケート調査を実施し、後発地震注意情報の防災対応力向上に関する方策を公表。

・４月20日に発生した三陸沖を震源とする地震により後発地震注意情報が発表されたことを受け、

今般の防災対応についてアンケート調査を実施。

・後発地震注意情報に関する防災対応や自治体による広報の取組状況等を確認。

期間： 令和８年５月

対象： ・北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された際に防災対応の呼びかけの対象となる地域の

自治体（1道6県182市町村）（北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県）

・上記地域に係る住民（3,800人）※津波避難に関する調査（資料１）の中で質問

背景

今回の防災対応に関する調査について

回収率
100%

189/189
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〇 認知度低下を防ぐため、自治体等が行う広

報を支援。また、自治体や報道機関等と意

見交換を行うなど、連携を強化。

○ 情報名称について、その意味も含め丁寧な

広報を続けるとともに、不断の見直しを実施。

〇 自治体や事業者は、情報発表に伴う呼び

掛けだけでなく、状況に応じた防災行動が

できるよう、防災計画への記載や実施。

〇 国は、防災対応ガイドラインの改訂や好事

例を共有するなど、各主体の活動を支援。

防災対応力向上方策

○ SNS等を使用した発信を強化し、防災対応を日

常生活に浸透させるなどにより「日頃からの備

え」が当たり前になることを追求。

〇 「日頃からの備え」を着実に実施していただくこ

とで、情報発表時に呼び掛けられる「特別な備

え」との違いが明確化。

方策①：住民による日頃からの備えの充実 方策②：自治体等による対策の推進 方策③：国による継続的な広報の改善



前回の情報発表（12月）の経験 57%

国による広報 42%

マスメディアによる報道 38%

内閣府が開催した連絡会議 16%

道県からのサポート 16%

東日本大震災の教訓 10%

協定・覚え書き等 2%

民間企業による自発的取組 0%

その他 2%

特になし 8%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

調査結果2-1．自治体の防災対応（１）呼びかけ全般について

・前回と同様、自治体の認知度（97%→99%）、円滑な対応（86%→94%）について高い水準を維持

・役に立った資料（支援）は「前回（12月）の経験」「国による広報」「マスメディアの報道」が多数

・住民や社会の反応についても、今回は全自治体が「大きな混乱はなかった」と回答（95%→100%）
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Q. 情報の概要等を認識していたか （n=189）
情報の概要は知っていたが、対象地域
である認識でなかった 0.5%

知らなかった 0.5% 

情報の概要・対象であることを認識 99%

Q. 円滑な呼び掛けができたか（n=189）

Q. 役に立った資料（支援）（n=189） ※複数回答 Q. 社会・住民の反応（n=189） ※複数回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大きな混乱はなかった

宿泊施設や飲食店の予約キャンセルなどが、顕著に発生した

情報の意味が分かりにくい等の苦情が、役所に殺到した

多くの人が買い占めを行うなど、社会的なパニックが発生した

その他

100%
95%

0%
0.5%

1%
0%

0%
0%

0%
5%

今回
前回

取るべき防災対応について理解しており、
概ね円滑に行うことができた 94%

取るべき防災対応について理解しており、
概ね円滑に行うことができた 86%

今回

前回

防災対応について理解していたが、
想定通りの対応ができなかった 3%

防災対応について理解が進んでおらず、
円滑な対応はできなかった 2%

その他
 2%

6% 7% 2%

情報の概要・対象であることを認識 97%

今回

前回

1%

2%



調査結果2-2．自治体の防災対応（２）防災対応の内容について

・自治体の対応としては、前回と比較して概ね同水準だが、例えば、備蓄の確認等を行った自治体は前回より

７ポイント低い状態（51%→45%）であるなど、前回より低いものもあった。

・また、呼び掛け上の工夫を確認したところ、推進計画に後発地震注意情報の内容を明示している自治体のほ

うが、庁内他部署への連絡や、住民へのより分かりやすい説明等が多く行われていた。

・さらに、防災対応をとったうえで社会経済活動を継続する事例も複数見受けられた。
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Q. 実施した防災対応 ※複数回答

今回アンケート（n=189） 前回アンケート（n=189）
R6南海トラフ地震臨時情報アンケート（n=600）

0% 20% 40% 60% 80%

職員等連絡体制の確保

宿日直体制の強化

避難所開設手順の確認

備蓄の確認

学校・福祉施設の対応

ライフラインの点検

要配慮者向けや一時滞在者向け周知

問い合わせ窓口の開設 ※南トラでは質問せず

自治体を超えた情報連携 ※南トラでは質問せず

4%

9%

7%
18%

3%
10%

10%
8%

51%

37%
47%

14%
40%

45%

62%

72%
75%

81%

7%

8%

6%

6%

33%

10%

0% 20% 40% 60%

Q. 呼び掛け上での工夫点 ※複数回答

組織内の防災担当以外の関係部署に対する、防災対応の周知

住民への呼び掛け時における情報伝達方法の工夫

住民への呼び掛け時における情報内容に関する工夫

防災対応を実施すべき公共施設に対する、防災対応の周知

民間の事業者に向けた防災対応の周知

0% 20% 40% 60%

記載あり（n=120）
記載なしor計画なし
（n=69）

全体 推進計画＊記載状況別

備考
・法律に基づく、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画

（以下、「推進計画」という。）を定め、さらに、後発地震注意情報に

関する記載を含む改定を実施した市町村は、後発地震注意情報で防災対

応を呼び掛ける地域のうち６割程度。

・国の基本計画では、後発地震注意情報の組織内・関係機関への伝達方法

や、防災対応の住民への呼び掛け方法・内容等を予め定め、推進計画に

明示することとしている。

※2025.７時点

Q. 防災対応事例 ※記述式回答から一部抜粋

・防災対応※をとったうえで、イベントを開催（自治体主催、民間主催）

※例：所管部署・委託業者含め主催者全体で避難経路を確認、

イベント会場で避難経路を明示、誘導員の確保、放送による注意喚起

・観光施設における避難経路の掲示

・小・中学校等における避難訓練の実施

＊国の基本計画では、後発地震注意情報の組織内・関係機関への伝達方法や、防

災対応の住民への呼び掛け方法・内容等を、自治体が作成する推進計画に明示

（記載）することとしている。

58%

56%

31%

20%

6%

63%

58%

39%

22%

8%
3%

16%

17%

52%

49%



調査結果2-3．自治体の防災対応（３）広報活動について

・３～４割程度の自治体は、12月の情報発表に伴う防災対応終了から4月の情報発表までの間に、広報を実施

しなかったと回答

・理由は「必要性を感じる機会が無かった」が多く、情報発表後の認知度向上の機会が活用しきれていない

・広報を行わないと、時間とともに認知度が低下してしまうおそれがあり、また、平時から「日頃からの地震

への備え」を普及・啓発することが防災力の底上げとなり、後発地震注意情報への対応力向上にも貢献

・また、国に求める広報活動としては、マスメディアの活用、分かりやすい資料の提供、SNSの活用が多数
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q. 広報の状況（12月～４月） （n=189）

※12月の情報発表に伴う防災対応終了後～4月の情報発表前

実施した 66%
実施しなかった
34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Q. 広報を実施しなかった理由（n=65） ※複数回答

周知活動の必要性を感じる機会が無かった 77%

周知用のツールが無い等、周知方法が分からない 2%

その他 23%
※「その他」の内容：

情報発表時の広報で十分、平時から様々な
手段で周知しており特段対応せず 等

道県別（実施/実施せず）※市町村のみ

北海道 (40/23)

青森県 (20/ 8)

岩手県 (15/ 8)

宮城県 (29/ 6)

福島県 ( 6/  4)

茨城県 ( 5/  4)

千葉県 ( 3/11)

※具体的な広報内容に関する回答はp.10に掲載

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Q. 国に求める広報活動（n=189） ※複数回答

テレビや新聞等のマスメディアと連携した周知・啓発 78%

より分かりやすい周知・啓発資料の提供 62%

SNSを活用した広報 39%

地方公共団体等の地元の機関と連携した周知・啓発 11%

その他 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



調査結果3．住民の認識・防災対応
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・後発注意情報について、「見聞きしたことがある」と回答した人が10ポイント増加（77％→87％）

・情報発表の受け止め方として「戸惑いはなかった」との回答が７ポイント増加（43％→50％）

・特別な注意の呼びかけに対し、何らかの対応を行った人と、「日頃から備えがあるため、特に何もしていない」と回答した人は

全体の６割半ばであった。

注意情報の認知度は向上しているが、事前の備えの重要性についての継続的な周知が必要
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77%

87%

前回

今回

77%

87%

0% 20% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

戸惑った
22%

戸惑いはなかった

50％

特に何も
思わなかった

発表されたことを
知らなかった

5％22%

25% 43% 20% 12％

今回

前回

今回 n=3800
前回 n=3500

0% 10% 20% 30% 40%

Q. 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を見聞きし
たことがある（n=3800）

Q.北海道・三陸沖後発地震注意情報発表の受け止め
（n=3800）

Q.注意情報に伴う特別な注意の呼びかけに対する
対応状況（n=3800）※複数回答

40% 60% 80%

15%/18%

12%/13%

数値(%)は今回/前回

7%/7%

9%/8%

22%/24%

8%/8%

13%/14%

9%/9%

1%/2%

3%/3%

1%/1%

35%/35%

20%/22%



まとめ（今回の後発地震注意情報に伴う防災対応について）

・前回の経験もあり、前回同等かそれ以上に冷静な対応がとられた

・防災対応をとったうえで社会経済活動を継続する対応等、社会への定着も確認された

・一方で、課題は変わっていない（防災対応をとった住民と事前の備えをしていた住民は合わせて６割程度に

留まっており、防災対応が浸透できていない）

⇒ 引き続き、平時の広報などの防災対応力向上に取り組むとともに、平時からの広報の重要性について防災

対応ガイドラインに盛り込む

6第４回大規模地震防災対策推進検討会
（令和８年３月２日）資料より



（参考）内閣府防災の取組

○ 地方ブロック会議 / 地域防災力強化ブロック会議（２月）

・自治体や道県の防災担当者と防災対応を共有

○ アンケート調査を受け、情報の実効性向上に向けた方策の策定（３月公表）

・「住民による日頃からの備えの充実」、「自治体等による対策の推進」、

「国による継続的な広報の改善」の３項目

○ 後発地震注意情報のポスターを関係自治体に送付（３月）

（約８割が「庁舎内に掲示するなど役に立った」と回答）

○ SNSを通じた広報

○ 関係省庁災害警戒会議において防災担当大臣から呼び掛け（20日）

○ 防災担当大臣定例会見を活用した呼び掛け（21日、28日）

○ 関係自治体を対象にオンラインで連絡会議を開催し情報交換（21日、24日）

・参加自治体の約７割が「他県や他市町村の活動を知ることができ、参考となった」と回答

・マスコミ（全国、地方）の取材を通じて

周知を強化

○ SNSを通じた広報（毎日投稿）

昨年12月の情報発表を受けた取組

今般の情報発表期間中の取組
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緑字は今回の自治体アンケートにおける回答

ポスター

SNS投稿防災担当大臣会見 連携会議（冒頭取材）



0% 20% 40% 60% 80% 100%

（参考）調査結果．自治体の防災対応 その他の質問

・呼び掛け方法は前回同様（呼び掛けを行わなかった自治体数は減少）

・災害対策本部の設置については、前回と比べ先発地震で設置した自治体数が少なかった
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Q. どのような方法で呼び掛けを行ったのか （n=189） Q. 災害対策本部の設置（n=189）

Q. 連絡会議への参加有無（n=189） Q. ポスターの活用方法（n=189） ※複数回答

今回
前回

今回

前回

後発地震注意情報の発表に伴い設置

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

HP掲載

SNS

防災行政無線

メール（エリアメールなど）

呼び掛けは行わなかった

先発地震に伴い設置
33%

設置しなかった 59％

先発地震に伴い設置 41%

9%

7% 設置しなかった 51％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

両日参加
20%

20% 両日不参加 51%

4/21のみ参加 4/24のみ参加

9%

他県や他市町村の活動を知ることができ、参考となった 71%

連絡会の開催を防災対応の実績として整理することができた 7%

防災担当部局以外の部署も参加できる会議だったため、

特に無かった 15%

0% 20% 40% 60% 80%

認知度の向上につながった 5%

庁内や公共施設に掲示するなど、役に立った 83%

今後も実施して欲しい 25%

もっと枚数が欲しかった 5%

サイズを変えて欲しかった 7%

横長のポスターを作って欲しかった 0%

送付して欲しくなかった 1%

ポスターが送られていたことを知らなかった 2%

※複数回答

※内閣府から後発地震注意情報のポスターを３月に送付

79%

74%

56%

39%

1%
5%

82%

71%

55%

39%

Q. 参加して良かったこと（n=92）



（参考）調査結果．自治体の防災対応 広報の状況について（分析等）

・広報についての分析したところ、市町村の規模（一般行政職員数で比較）では有意差なし（U検定）

・また、計画への記載状況では差が無かった
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Q. 広報の状況（12月～４月）：職員規模
※12月の情報発表に伴う防災対応終了後～4月の情報発表前

・縦軸はR6年の一般行政職員数（総務省）、道県及び政令市は除く
・一部外れ値はスケールアウト

広報を
実施した
n=119

広報を実施
しなかった
n=62

一
般

行
政

職
員

数
（

人
）

Q. 広報の状況（12月～４月）：推進計画記載状況の有無

※12月の情報発表に伴う防災対応終了後～4月の情報発表前
市町村のみで集計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

記載あり

(73/40)

記載なし・計画なし

(45/24)

実施しなかった
35%

実施しなかった
35%

実施した 65%

実施した 65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Q. 実施した広報の内容（n=120） ※複数回答

HP（後発地震注意情報に関するページの新設や内容の充実）61%

SNS  40%

庁舎におけるポスター展示 31%

広報誌 19%

メール（メールマガジンなど）16%

イベントにおける展示やチラシ配布 14%

後援会 11%

防災アプリ 9%

訓練を通じた周知 8%

アンケートの実施を通じた周知 3%

コミュニティFM 2%

その他 19%
中央値

1/4値 (Q1)

３/4値 (Q3)

外れ値:
>Q3+(Q3-Q1)*1.5

上限

下限


